
死亡状況書の作成要領

作成基準

死亡叙位・叙勲において、除籍抄本の死亡時刻に「推定」又は「頃」の記載がある者

なお、死亡H該Iは明らかな場合であっても、死亡原因に疑義があるもの（溺水等）に
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ついても、作成が必要となる。

2様式

A4縦版の横書き

3記載内容

以下の内容について、詳細に記載する。

（1） 普段の状況

(2) 死亡日又は死亡前（直前）の状態・状況

（3） 死亡判明・発見の経緯

性） 死亡判明・発見時の状況（場所、発見者（続柄）等）

（5）警察による現場検証の有無

（6）死亡原因（診断結果)

（7） 「事件性がない」旨の記載

添付書類

死亡診断書（死体検案書）の写し
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留意事項

局補佐以上の名で作成し押印を要する。 （原本を必要部数提出）
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